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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月22日に提出いたしました第95期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレートガバナンスの状況 

第６ 提出会社の株式事務の概要 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所には＿＿＿を付して表示しております。 

  

第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

６【コーポレートガバナンスの状況】 

(2）コーポレートガバナンスに関する体制の整備状況 

（訂正前） 

① 会社の機関 

＜略＞ 

 なお、当社の取締役は15名以内とする旨を当社定款第20条に定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を同 第21条第２項に定めて

おります。 

＜略＞ 

  

（訂正後） 

① 会社の機関 

＜略＞ 

 なお、当社の取締役は15名以内とする旨を当社定款第20条に定めており、取締役の選任決議は、議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびにその選任決議は累

積投票によらない旨を同 第21条第２項および第３項に定めております。 

＜略＞ 

  

 



（訂正前） 

② 監査体制 

＜略＞ 

 監査委員会の常勤監査委員と経営監査部は、内部監査部門との連携をはかり、内部監査担当執行役や内部監査部署と定期

的に、あるいは必要に応じて会議を設定し、全般的な監査活動の情報を共有するだけでなく、内部統制に関する取り組み状

況などについても意見交換を行っております。また、当社の内部監査部署を通して、主要な国内外子会社の内部監査結果の

報告を受けております。 

 さらに、会計監査人である監査法人は、定期的に監査委員会に出席し、実施した監査結果を適時報告しております。一

方、常勤監査委員は必要に応じて会計監査人が実施する個別の監査に立ち会うほか、当社グループ全体の会計に関する内部

統制の状況について情報を収集し、連結決算における監査の質の向上につとめております。 

＜略＞ 

  

（訂正後） 

② 監査体制 

＜略＞ 

 監査委員会の常勤監査委員と経営監査部は、内部監査部門との連携をはかり、内部監査担当執行役や内部監査部署と定期

的に、あるいは必要に応じて会議を設定し、全般的な監査活動の情報を共有するだけでなく、内部統制に関する取り組み状

況などについても意見交換を行っております。また、当社の内部監査部署を通して、主要な国内外子会社の内部監査結果の

報告を受けております。なお、当社の監査委員会（５名の取締役で構成）の職務を補助する経営監査部の人員は５名であ

り、内部監査実施部門である内部統制推進部の人員は16名であります（平成19年３月31日現在）。また、監査委員会の監査

は、監査委員会規則および監査委員会の職務の執行のために必要な事項に関する規則ならびに監査委員会監査基準を含む監

査に関する各種の規程等にもとづいて毎年策定される監査計画に従い実施され、内部統制推進部による内部監査は、当社の

内部統制ポリシーおよび執行役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確

保するために必要な体制の整備に関する規則ならびにＥＮＷ（エーザイネットワーク企業）内部統制基本規程を含む内部監

査に関する各種の規程等にもとづいて、毎年策定される内部監査計画に従い実施されています。 

 さらに、会計監査人である監査法人は、定期的に監査委員会に出席し、実施した監査結果を適時報告しております。一

方、常勤監査委員は必要に応じて会計監査人が実施する個別の監査に立ち会うほか、当社グループ全体の会計に関する内部

統制の状況について情報を収集し、連結決算における監査の質の向上につとめております。 

＜略＞ 

  

（訂正前） 

④ 社外取締役の独立性 

 指名委員会が決議した社外取締役については、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たすとともに、以下の

指名委員会が定めた社外取締役の独立性の要件（2006年11月29日改正）を満たしております。 

＜表略＞ 

  

（訂正後） 

④ 社外取締役の独立性 

 指名委員会が決議した社外取締役については、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たすとともに、以下の

指名委員会が定めた社外取締役の独立性の要件（2006年11月29日改正）を満たしております。 

＜表略＞ 

 なお、当社の社外取締役と当社との資本的関係（当社の社外取締役による当社株式の保有状況）につきましては、「第４

提出会社の状況、５ 役員の状況」の所有株式数の欄に記載しているとおりであり、その他の取引関係および利害関係はあ

りません。 

 



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

（訂正前） 

＜表略＞ 

記載なし 

  

（訂正後） 

＜表略＞ 

 （注） 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが

できません。 

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

② 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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